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【第 13回市 老連 事 業改 革 部 報 告 】       尾西庁舎5F

※ 令和3年 10/29(金)役 員会=9:00～ 10:00  理事会=10:00～       事業改革部

1)連区事業報告   小信中島連区=足立理事 二条連区=浅井理事 (入会お誘いQ&A)

2)令和3年市老連意見交換会まとめ報告について

①活動期間=令和2年2/1～ 令和3年 11/11   対象連区=22連区 395単位 出席者=750名

②目標 ※会員減少の歯止めをかける。

※会員数=26,000名 以上       単位クラブ=430クラブ以上

3)意見交換会で出された意見のまとめについて

①市高年福祉課=22件 市老連=6件 計28件   10/30現在

②理事会報告=令和2年=9/25 10/3011/18令和3年=2/263/26  随時連区報告

③令和3年度市老連会員数活動結果について 【別紙】

※会員数=23,584名 以上  ▽2,798名   単位クラブ=395クラブ ▽35クラブ

4)連区会員募集活動の状況について

①神山 葉栗連区募集活動アンケート集約

②三条連区 【入会お誘いQ&A】

5)令和4年度市高年福祉課への要望について

①市補助金(72円 /人 )娯楽委託費増額(98,000円 )将棋 囲碁 演芸発表会=参加者非会員80%

②提出書類の簡素化(予算 決算対象外)   ③補助対象クラブ=30人以上 見直し要望

6)一宮市老人クラブ連合会協力店募集活動について

P丁メンバー市老連=委員長 平子会長 服部副会長 中村事務局長 市高年福祉課2名

※具体的活動計画の作成  (緊急事態宣言10月 1日 ～解除 活動スタート)

7)市高年福祉課主催 =令和3年度 年度中間報告事前打ち合わせについて

説明会=11/1(月 )～ 11/25(木 )22連 区 単位クラブ長 会計 中間報告書 領収書持参

8)市老連意見交換会 日程について

神山連区理事会に報告済

③連区での会員募集活動の議論始まる

開明連区= 11/1(月 )10:00～ 丹陽連区=11/5(金 )13:30～ 萩原連区=11″
｀
(土 )9100～

木曽川連区=11/11(木 )13:30～
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1):【 市 老 連 意 見 交 換 会 活 動 1のま とめ」こつい て】 、… 令和3年 10月 市老連事業改革部

①活動期間 令和2年2/1～ 令和3年 10/30 22連 区 395単位クラブ 出席者=750名

②目 標  会員減少の歯止めをかける。会員数=26,000名 以上 単位クラブ=430以上

③実 績 会員数=23,584名  ▽2793 単位クラブ=395クラブ ▽35

④高年福祉課 市老連に提案された意見の回答について

市高年福祉課22件 市老連6件 =28件   【領収書の受領説明実施】

理事会報告 令和2年=9/2510/30 11/18令和3年 =2/263/26 随時連区報告

2)市高年福祉課への要望について

①補助金(72円 /人 )委託費増額(98,000円 )③書類の簡素化(予算 決算補助対象外)

②補助対象クラブ=30人以上 見直し要望 令和3年解散クラブ=▽8クラブ (▽ 257名 )

3)【令和3年度会員募集活動結果について】 (令和3年9/30現在)(%小数点切り捨)

連区名 令和2年会員数 令和3年会員数 会員減少数 会員減少率 単位クラブ減

開明 651 644 △   7 1%

萩原 1,457 1,417 △  40 2% 25(25)

西成 3,073

401

2,938 △ 135 4% 42(43)

宮西 384 △  17 4% 8(8)

」ヒ方 874 823 △  51 5% 13(14)
+士
ノ 、ヽ′し ヽ

葉栗

444 421 △  23 5% 8(8)

2,266 2,124 △ 142 6% 36(36)

13(14)
菅 ‐
日 L̈ 1,017 950 △  67 6%

貴船 1,323 1,226 △  97 7% 19(20)

小信中島 923 857 △  66 7% ７
′

７
′

大和 2,410

300

2,232 △ 178 7% 44(46)

大徳 279 △  21 7% 6(6)

神山 973 886

1,177

△  87 8%

10%

10%

15%

ｒ
Ｏ

４

，

浅井 1,313 △ 136 η
′

Ｅ
Ｕ

向山 910 810

1,547

△ 100 15(16)

19(22)

13(17)

奥 1,820 △ 273

丹陽 961 796 △ 165 17%

木曽川 780 632 △ 148 18% 11(13)

千秋 1,489 1,197 △ 292 19% 25(28)

12(14)
― ― 左

二 宋 760 604 △ 156 20%
今伊勢

朝日

1,263 973 △ 290 22% 16(20)

969 667 △ 302 31% 3 20

合計 26,377 23,584 △ 2,793 10% 395(430)

´

⌒
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令和3年 8月 27日

一 宮 市 老 人 クラブ連 合 会 副 会 長

池 戸  1青 様

一宮市高年福祉課長

老人クラブ活動 |こ 関するご質問 |こ ついて (回 答 )

平素は、福祉行政各般にわた り、格別なるご協力を賜 り厚 くお礼 申 し上

げます。

先般池戸様 よりいただきま した老人クラブ活動に関す るご質問について、

下記のとお り回答をさせていただきます。

記

≪質 問① ≫ネ ッ ト購 入 時の領収 書 につ いて

ネ ッ トで物 品 を購 入す る際、個人名 で購 入す る ことにな るが、

領収 書 は ど うすれ ば よいか。

≪ 回答 ① ≫

老 人 ク ラブ宛 ての領 収 書 を受 領 で きず 、 会 員 名 義 で しか 領 収 書

を受 領 で き な い場 合 は 、 老 人 ク ラ ブ宛 の領 収 書 が徴 収 困難 で あ る

旨の記 載 と、 ク ラブ長 の 署 名 (ク ラ ブ名 及 び ク ラブ長 名 )に よっ

て 支 出 と認 め ます。

≪質 問② ≫

コン ビニ 等 で 受領 す る宛 名 を記 載 す る と こ ろの な い領 収 書 は ど

うす れ ば よい か。

≪回答② ≫

補助対象 と認 めるには、原則 、老人 クラブ名 の宛名 が記載 され

⌒

⌒
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て い る

つ い て

や む

付 の 際

名 (ク

領 収 書 が 必 要 で す 。 宛 名 を記 載 す る と こ ろが な い領 収 書 に

は 、領 収 書 の余 白に 老 人 ク ラ ブ名 を記 載 して くだ さい。

を えず レシー トで の受 領 とな っ た場 合 は 、完 了 報 告 書 に添

に、 領 収 書 の徴 収 が 困難 で あ る 旨の記 載 と、 ク ラ ブ長 の署

ラ ブ名 及 び ク ラ ブ長 名 )が 必 要 です 。

_`ノ

≪質 問③ ≫予 算 額 調・ 決 算 額 調 |こ つ い て

予 算 額 調 ・ 決 算 額 調 につ い て 、 なぜ 補助 金 に 関 わ らな い部 分 の

歳 入 (会 費 ・ そ の他 収 入 。前 年 度 繰 越 金 )や 歳 出 (そ の他 歳 出 ・

次 年 度繰 越 金 )を 報 告 しな |す れ ば な らな い の か。 受 け た補 助 金 を

ど う使 っ た の か さえ報 告 す れ ば 問題 な い の で は な い か。 補 助 金 に

関 わ らな い部 分 につ い て は報 告 しな くて も済 む よ うに書 式 を簡 素

化 して ほ しい。

≪回 答 ③ ≫

「一 宮 市補 助 金 等 交 付 規 則 」 第 4条 と第 11条 それ ぞれ に 、一

宮 市 か ら補 助 金 の交 付 を受 け よ うとす る者 は 、 補 助 金 を 申請 す る

時 お よび補 助 事 業 が 完 了 した時 に 、 事 業 予 算 額 調 お よび 事 業 決 算

額 調 を提 出 しな けれ ば な らな い と規 定 され て い ます 。 そ の理 由 と

して は 、 同規 則 第 5条 、 第 12条 |こ あ る よ うに 、 市補 助 金 の適 切

な 交 付 をす るた め に老 人 ク ラブ の詳 しい事 業 内容 を調 査 す る必 要

が あ るた め で す 。

予 算 額 調・ 決 算 額 調 の歳 入 (会 費 。そ の他 収 入 。前 年 度 繰 越 金 )

や 歳 出 (そ の他 歳 出・ 次 年 度繰 越 金 )|こ つ い て も、 そ の 老 人 ク ラ

ブ の 実 態 を調 査 す るた め |こ 必 要 な部 分 で あ ります の で 、報 告 の ご

協 力 をお 願 い します 。

書 式 の 簡 素 化 につ き ま して は 、随 時 見 直 しを行 って ま い りま す 。

≪質 問④ ≫食糧 費 につ いて

役員会等は年度に何回も行っているが、その都度購入 した食料について
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補助対象の食糧費 として計上 していいのか。

≪回答④≫

会議等の開催に伴 う茶菓子代又はやむを得ない場合の食事代は、会議 1

回につき 1人 当たり1, 000円 十消費税分まで認めることができます。

そのためt会議の都度、茶菓子代や食事代を補助対象の食糧費として計

上することは可能です。

≪質 問⑤ ≫友 愛 活 動 にお け る慰 問 品 の 単 価 につ い て

友愛活動における慰問品について、単価の基準はあるのか。ない場合は

基準を定めてほ しい。

≪ 回 答

単 位

,゛  、ル
｀`

〕 、

―  C, V｀

金 額 は

の 目的

活 動 等

い と考

ま た

定 可 否

ク ラ ブ が 行

ん 。 し か し

問 対 象 者 1

隣 の ね た き

て い る こ と

い ま す 。

問 品 に お け

め て 検 討 い

⑤ ≫

老 人

ま せ

、 訪

は 近

と し

え て

、 慰

を 含

う友 愛 活 動 に つ い て は 、 現 在 単 価 の 基 準 は

、 市 の 委 託 事 業 で あ る 友 愛 訪 問 活 動 の 委 託

人 あ た り 300円 と して い ま す 。 友 愛 活 動

り高 齢 者 等 を 訪 問 し、 話 し相 手 に な る 等 の

か ら 、 過 度 に 高 価 な 慰 問 品 に す る 必 要 は な

る単 価 の基 準 に つ い て は 、 今 後 、 基 準 の設

た します 。

⌒

⌒

≪質 問⑥ ≫老 人 ク ラブ の活 動 |こ つ い て

各 事 業少 な く と も年 度 に 1回 実 施 し、少 な く と も 1回 は 2人 以

上 で の活 動 参加 が 必 要 だ とされ て い るが 、具 体 的 に教 えて ほ しい。

≪回答⑥ ≫

老人 クラブの補助 対象事業 は 6種 類 (① 友愛活 動 、② 生活 支援

活動 、③ 清́掃・奉仕・ 環境活動 、① 文化・ 学習サー クル活動 、⑤

スポー ツサー クル活動 、⑥安全活動 )あ り、事業費補助金 は年度

で補助 の対象 とな る事業 を何種類行 うかで算 出 します。 各 事業 を
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行 った と認 め るた め に は 、 各事 業 を少 な く と も年 度 に 1回 、 2人

以 上 で行 う必 要 が あ ります 。

なお 、 事 業 費 補 助 金 は補 助 対 象 事 業 を 6種 類 実 施 す る場 合 に あ

つ て は 4, 000円 に 、 4種 類 又 は 5種 類 実 施 す る場 合 に あ って

は 3, 700円 に 、活 動 月 数 を乗 じて得 た 額 と して い ます 。 そ の

た め 、事 業 費 補 助 金 を全 額 お 支 払 い す るた め に は 、 毎 月 1回 は 6

種 類 の補 助 対 象 事 業 又 は 老 人 ク ラ ブ運 営 活 動 を行 う必 要 が ご ざい

ます 。

例 え ば 、 4月 か ら 9月 ま で は 毎 月 老 人 クラブ運 営活 動 を行 い 、

10月 に友 愛 活 動 、 11月 に生 活 支 援 活 動 、 12月 に清 掃 0奉 仕

・ 環 境 活 動 、 1月 に文 化 ・ 学 習 サ ー クル 活 動 、 2月 に ス ポ ー ツサ

ー クル 活 動 、 3月 に安 全 活 動 を各 事 業 2人 以 上 で行 っ た場 合 、 6

種 類 の 事 業 を行 っ た もの と して 事 業 費 補 助 金 を全 額 認 め る こ とが

で きます 。

お 問 い合 わせ 先

一 富 市 役 所 高 年福 祉 課 在 宅福 祉 グル ー プ

担 当 笠 井

電 話  28-9021(直 通 )
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